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   海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例 

に規定すべき内容の方向性について  

 

デジタル社会形成整備法により改正された個人情報の保護に関する法律（以下「改

正法」といいます。）が令和５年４月１日から全国共通ルールとして地方公共団体に

一律に適用されます。改正法の施行に伴い地方公共団体にて条例で定めるべき事項を

規定するため、先に諮問した海老名市個人情報保護審査会条例のほか、海老名市個人

情報の保護に関する法律の施行に関する条例（以下「法施行条例」といいます。）を

制定したく、その規定すべき内容の方向性につき意見を聴くものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《個人情報保護法改正前後における法令等の体系（イメージ）》 

別紙（説明資料）
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１ 法施行条例に規定すべき内容について 

 (１) 改正法の対象外となる個人情報ファイル簿の作成等について（第３条関係） 

改正法第７５条第１項の規定に基づく個人情報ファイル簿（対象者１，０

００人以上）の作成、公表をするほか、現行制度と同様としたいため、上記の

対象者人数未満であるものについても、同条第５項の規定に基づき条例で定め

ることにより市独自で個人情報ファイル簿の作成、公表を可能とするものです。

なお、これに伴い、現行の個人情報取扱事務登録簿は廃止します。 

 (２) 開示請求に係る手数料等の費用負担について（第４条関係） 

    改正法第８９条第２項の規定に基づき手数料を定めるものです。規定内容は

現行の条例制度と同様、手数料を無料とし、写しの交付に係る実費を徴収する

ものです。 

(３) 専門的な知見に基づく意見徴取に係る審査会への諮問について（第５条関係） 

    審査請求に係る諮問のほか、改正法第１２９条の規定に基づき、個人情報の

適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要 

であると認めるときは、審査会に諮問することができる旨を規定するものです。 

 

※ 上記(１)から(３)までのほか、国から示された条例規定事項及び規定の是非に

係る方向性については、【資料１】のとおり整理をしています。 

※ このほか、附則にて、現行条例の廃止及びこれに伴う経過措置並びに法改正に

伴う情報公開条例その他関係条例の文言の整理についても規定する予定です。 

 

２ パブリックコメントの実施に係る概要の報告について 

 (１) 実施期間 

令和４年８月１日（月）から同月３１日（水）までの３１日間 

(２) 周知方法 

広報えびな（８月１日号）及び市ホームページ 

(３) 閲覧方法 

ア 市ホームページ 

イ 市役所１階 情報公開コーナー 

ウ 文書法制課窓口 

(４) パブリックコメント資料 

    【資料２】のとおり   

(５) 意見について 

    ０件  



【条例で定める必要がある事項】

法の条項 法の条文 市の方向性

第89条
第２項

２　地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定め
　るところにより、実費の範囲内において条例で定める額の手数
　料を納めなければならない。

【規定する】
　現行と同様の手数料（０円。実費負担）とし、法施行条例に規
定する（第４条）。

第119条
第３項

３　第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関
　する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定める
　ところにより、実費を勘案して政令で定める額を標準として条
　例で定める額の手数料を納めなければならない。

《規定しない》
　「行政機関等匿名加工情報」については、現行制度下と同様、
需要が見込まれないと判断されることから、改正法が施行される
令和５年４月１日に向けては導入を見送る。しかし、今後の導入
に向けた検討も並行して実施していく。

第119条
第４項

４　前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機
　関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体の機関と
　締結する者は、条例で定めるところにより、前項の政令で定め
　る額を参酌して政令で定める額を標準として条例で定める額の
　手数料を納めなければならない。

《規定しない》
　「行政機関等匿名加工情報」については、現行制度下と同様、
需要が見込まれないと判断されることから、改正法が施行される
令和５年４月１日に向けては導入を見送る。しかし、今後の導入
に向けた検討も並行して実施していく。

【必要に応じて条例で定めることが考えられる事項】

法の条項 法の条文 市の方向性

第60条
第５項・

５　この章において「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体
　の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報（要配慮個人
　情報を除く。）のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本
　人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように
　その取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例
　で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

《規定しない》
　現行条例下における要配慮個人情報は、改正法等の規定と同様
となっており、市独自の規定（条例要配慮個人情報）を設ける予
定はない。

第78 条
第２項

２　地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての前項の
　規定の適用については、同項中「掲げる情報（」とあるのは、
　「掲げる情報（情報公開条例の規定により開示することとされ
　ている情報として条例で定めるものを除く。）又は行政機関情
　報公開法第五条に規定する不開示情報に準ずる情報であって情
　報公開条例において開示しないこととされているもののうち当
　該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要
　があるものとして条例で定めるもの（」とする。

《規定しない》
　改正法に規定する非開示情報と本市情報公開条例における非公
開情報の内容に差異はなく、情報公開条例との整合性の確保のた
めの規定は不要である。

附則
第10 条
第２項

２　前項（附則第10条第１項）の規定により条例の規定がその効
　力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定め
　をしないときは、その失効前にした違反行為の処罰について
　は、その失効後も、なお従前の例による。

《規定しない》
　現行条例の廃止に伴う罰則規定については、なお従前の例とす
ることで考えており、特段の定めを設ける予定はない。

【条例で定めることが妨げられるものではない事項】

法の条項 法の条文 市の方向性

第75条
第５項

５　前各項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人
　が、条例で定めるところにより、個人情報ファイル簿とは別の
　個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、
　公表することを妨げるものではない。

【規定する】
　法の対象外となる本人の数が1,000人に満たない場合において
も、独自の個人情報ファイル簿を作成し、公表する旨、法施行条
例にて規定する（第３条）。

第107条
第２項

２　開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂
　正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求
　については、政令（地方公共団体の機関又は地方独立行政法人
　にあっては、条例）で定めるところにより、行政不服審査法第
　四条の規定の特例を設けることができる。

《規定しない》
　審査請求をすべき行政庁について特段の定めをする予定はな
い。

第108条

第百八条 この節（第四節　開示、訂正及び利用停止）の規定は、
　地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手
　続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定
　に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるもの
　ではない。

《規定しない》
　開示決定期限及び延長期間については、改正法では「開示決定
期限30日+延長期間30日」となっており、これら日数を短縮する
ことはできるが延長することはできない。したがって、現行の
「開示決定期限14日+延長期間46日」のとおりの運用は不可能と
なるが、合計60日を維持するため、特段、規定は設けない。

第129条

第百二十九条　地方公共団体の機関は、条例で定めるところによ
　り、第三章第三節の施策を講ずる場合その他の場合において、
　個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく
　意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その
　他の合議制の機関に諮問することができる。

【規定する】
　個人情報保護審査会に諮問できる旨規定する（第５条）。

個人情報の保護に関する法律における「条例事項一覧」とその方向性について

資　料　１
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  海老名市個人情報保護法施行条例の骨子（案）について    
 

令和３年５月１９日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に

関する法律（以下「デジタル社会形成整備法」）により、個人情報の保護に関する法律（以

下「個人情報保護法」）が改正され、地方公共団体に適用される部分は、令和５年４月１

日に施行されます。 

 これにより独自の個人情報保護条例を制定していた地方公共団体に、個人情報保護法が

全国共通ルールとして一律に適用されることとなります。 

 海老名市の個人情報保護制度は、海老名市個人情報保護条例（以下「現行条例」）から

今回改正された個人情報保護法（以下「改正法」）によることとなるため、現行条例を廃

止し、新たに法から委任された事項等を規定する改正法の施行条例を制定します。 

今後は、改正法の規定に基づき、引き続き個人情報の保護を適正に行ってまいります。 

 

 

１ 法改正の概要                            

  

 個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の３本の

法律を１本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統

合後の個人情報保護法において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を国の行政機

関である個人情報保護委員会に一元化するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

パブリックコメント用資料 
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地方公共団体等

〔現行〕 〔改正後〕

個人情報保護委員会

改正 個人情報保護法

事業者

個人情報

保護委員会

対

象

国

の

行

政

機

関

独

立

行

政

法

人

等

所

管
総務省

法

令

行

政

機

関

個

人

情

報

保

護

法

独

立

行

政

法

人

等

個

人

情

報

保

護

法

個

人

情

報

保

護

法

各地方公共団体

個

人

情

報

保

護

条

例

地方公共団体等

資 料 ２



2 

 

２ 条例の制定について                        

 

 現行の海老名市個人情報保護条例を令和５年３月 31 日で廃止し、令和５年４月１日か

ら海老名市においても改正法が適用されることに加えて、改正法で委任された事項等を定

める「（仮称）海老名市個人情報保護法施行条例」（以下「法施行条例」）を制定します。 

 また、審査会の設置については、「（仮称）海老名市個人情報保護審査会条例」を制定す

る予定です。 

 

 

３ 主な変更点について                        

 

(１) 変わらない点  

 

ア 開示請求に係る手数料 

   手数料の額は「無料」とし、現行と同様に、写しの交付に係る実費を徴収する

予定です。 

イ 開示決定等の期限 

  開示決定期限及び延長期間を合わせた全体の日数は、現行と同じとする予定

です。 

ウ 要配慮個人情報 

  現行と同じ内容とする予定です。 

  

(２) 変わる点  

 

ア 個人情報ファイル簿及び個人情報取扱事務登録簿について 

  改正法に定められている個人情報ファイル簿（対象者 1,000 人以上）を作成・

公表をするだけでなく、改正法の作成基準未満である対象者 1,000 人未満の個人

情報ファイル簿についても、市独自で作成・公表する予定です。 

また、これに伴い、現在同様の役割を担っている「個人情報取扱事務登録簿」

については、掲載内容が重複することから廃止を予定しています。 
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４ 法施行条例の骨子（案）について                    

  

(１) 法施行条例で定める必要がある事項  

 

ア 開示請求に係る手数料 

      地方公共団体に対する開示請求については、手数料の額を条例で定める（手

数料無料も含む。）こととされています。 

海老名市では、手数料の額は「無料」とし、現行と同様に、写しの交付に係

る実費を徴収する予定です。 

 

イ 個人情報ファイル簿 

      「個人情報ファイル簿」とは、改正法において対象者 1,000 人以上の個人情

報を取り扱う際に作成・公表することが定められているものです。このファイ

ル簿には、利用目的、記録項目、収集方法等について、記載をします。 

海老名市では、上記個人情報ファイル簿を作成・公表をするだけでなく、改 

正法の作成基準未満である「対象者 1,000 人未満」についても、市独自で作成・ 

公表する予定です。 

また、これに伴い、現在同様の役割を担っている「個人情報取扱事務登録簿」 

については、掲載内容が重複することから廃止を予定しています。 

  

 

(２) 法施行条例で定めることが許容されているが、定めない事項  

    

ア 行政機関等匿名加工情報の提供制度に係る手数料 

      「行政機関等匿名加工情報」とは、行政機関が保有する個人情報について、

特定の個人を識別することができないよう加工し、当該個人情報を復元できな

いようにした情報です。 

改正法に基づき、都道府県及び政令指定都市においては民間の研究機関等民

間事業者への提供が義務付けられます。しかし、その他の市町村については、

当分の間、制度導入は任意であり、義務を課せられていません。 

海老名市では、これまで提供制度に関する問合せはなく、現時点で需要が見

込まれないため、本制度の導入を見送ることとし、手数料に関する規定は設け

ない予定です。制度導入の時期については、今後検討してまいります。   
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イ 条例要配慮個人情報 

      現在の要配慮個人情報に該当する項目については、現行条例と改正法・同施

行令の規定は同様であり、海老名市独自で項目を追加する予定はありません。

（下図参照） 

 

＜改正法・同施行令と現行条例の比較表＞ 

要配慮個人情報の項目 改正法等 現行条例 

人種 

法第２条第３項 

第７条第１号 

信条 第２号 

社会的身分 第３号 

病歴 第４号 

犯罪の経歴 第８号 

犯罪により害を被った事実 第11号 

心身の機能の障害があること 政令第２条第１号 第５号 

健康診断の結果 第２号 第６号 

医師等による指導又は診療若

しくは調剤 
第３号 第７号 

逮捕、捜査など刑事事件に関

する手続 
第４号 第９号 

調査、観護の措置など少年の

保護事件に関する手続 
第５号 第10号 

 

ウ 開示決定等の期限 

      開示決定期限や延長期間については、改正法に基づく期間から延長すること

はできません。短縮する場合は、条例で定めることもできますが、開示決定期

限と延長期間を合わせた全体の期間は、改正法と現行条例において同じである

ため、改正法の規定に基づく内容とし、新たな規定は設けない予定です。 

 

・改正法：開示決定期限 30 日＋延長期間 30 日＝合計 60日 

・現 行：開示決定期限 14 日＋延長期間 46 日＝合計 60日 
    

     改正法   
 
 

     現 行 

 

 ６０日間 

開示決定期限
１４日

延長期間
４６日

開示決定期限
３０日

延長期間
３０日
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５ 個人情報保護審査会について（今回のパブリックコメントの対象外）      

 

現行条例を廃止することに伴い、現在、規定されている「海老名市個人情報保護審査

会」については、この法施行条例ではなく、審査会に関する条例を別に制定する予定で

す。 

審査会については、現在と同様に諮問機関として引き続き設置し、審査請求に関する

内容や法に従った運用ルールの細則等に関する内容について審議する予定です。     

 

 

６ 今後のスケジュール                        

 

令和４年８月 1日～31 日  パブリックコメントの実施 

    ９月上旬     パブリックコメントの意見集約 

    ９月中・下旬   個人情報保護審査会 諮問・答申 

    12月１日     海老名市議会に条例案を上程 

令和５年４月１日     条例施行 

 

 

７ 意見の提出について                        

＜提出方法＞ 

 任意様式に、①意見、②住所、③氏名、④電話番号を記入し、次のいずれかの方法で

提出してください。 

 （１）郵送 

 （２）ファックス 

 （３）文書法制課に直接持参（平日 8:30～17:15 となります。） 

 （４）市ホームページ問い合わせフォーム 

  

＜提出先＞ 

 海老名市 市長室 文書法制課（神奈川県海老名市勝瀬１７５番地の１） 

TEL：０４６（２３５）４５４２ 

FAX：０４６（２３３）９１１８ 

 

※ いただいた御意見は条例制定に向けた参考とさせていただき、個別回答は行いません

ので、あらかじめご了承願います。 

 



個人情報保護法改正に伴う条例制定等　年間スケジュール

年度

月

1 条例改正事務

2 審査会

3
パブリックコメント
（法施行条例のみ）

4
検察庁協議

（審査会条例のみ）

5 政策会議・最高経営会議

6 議会

7 庁内説明

№
９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

8月下旬～11月中旬

（約３箇月）

１月下旬

文書主任者会議

ファイル簿作成依頼

令

和

５

年

４

月

１

日

改

正

法

全

面

施

行

・

改

正

条

例

施

行

パブコ

メ反映

報告

規則等改正案作成

12/1議会上程

(11/21議案書配布)

開示手続の

運用整備
ファイル簿

整備

条例

規則

公布

4/1広報

依頼

9/8（9/27）

諮問・答申

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ結果

上程庁議

10/17政10/25最

法
施
行

凡例

法施行条例：

審査会条例：

全 体：

全協資料作成

10/7

全協

説明
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   海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下

「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令（平

成１５年政令第５０７号。以下「政令」という。）で使用する用語の例による。 

（条例個人情報ファイル簿） 

第３条 市の機関（議会を除く。以下同じ。）は、本人の数が政令第２０条第２項で

定める数に満たない個人情報ファイルについて、法第７４条第１項第１号から第７

号まで、第９号及び第１０号に掲げる事項並びに政令第２１条第６項各号に掲げる

事項並びに記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときは、その旨を記載し

た帳簿（以下「条例個人情報ファイル簿」という。）を作成し、公表しなければな

らない。 

２ 条例個人情報ファイル簿の作成及び公表は、個人情報ファイル簿の例による。 

（費用負担） 

第４条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数料の額は、零円

とする。 

２ 開示請求に係る保有個人情報（法第８７条第１項ただし書に規定する保有個人情

報の写しを含む。）の写しの交付に要する費用は、当該開示請求をする者の負担と

する。 

（審議会への諮問） 

第５条 市の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱

いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める

ときは、海老名市個人情報保護審査会条例（令和４年条例第○号）第○条に規定す

る海老名市個人情報保護審査会に諮問することができる。 
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(１) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとするとき。 

(２) 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとするとき。 

(３) 市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする

とき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、法第３章第３節の施策を講ずる場合その他の場

合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意

見を聴くことが特に必要であると認めるとき。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第３項の規定は、公布の

日から施行する。 

（旧条例の廃止） 

２ 海老名市個人情報保護条例（平成１７年条例第１３号。以下「旧条例」という。 

）は、廃止する。 

（準備行為） 

３ 条例個人情報ファイル簿の作成に関し必要な行為は、この条例の施行の日前にお

いても、第３条の規定の例によりすることができる。 

 （経過措置） 

４ この条例の施行の際現に第２項の規定による廃止前の旧条例第１７条、第３０条

又は第３８条の規定によりされている請求は、デジタル社会の形成を図るための関

係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）による改正後の法第７６条、

第９０条又は第９８条の規定によりされた請求とみなす。 

５ 第２項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰につ

いては、その失効後も、なお従前の例による。 

以下、情報公開条例その他関係条例の文言の整理に係る改正ついて、規定する。 
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第３号様式（第６条関係）（その１） 
 

個 人 情 報 取 扱 事 務 登 録 簿 
 

固有・共有 

登録年月日 年   月   日 登 録 番 号 
 

事務担当課 
 

登録担当課 
 

 

 

個 

人 

情 

報 

取 

扱 

事 

務 

 

 

名 称 

 

 

 

目 的 

 

 

 

 

根 拠 法 令 等 

 

 

 

開 始 年 月 日 
 

        年    月    日 

   

 

 

使 用 す る 主 な 個 人 情 報 記 録 

個 人 の 類 型 個  人  情  報  記  録  の  名  称 

 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 

 

 

の個人情報 
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使 用 す る 主 な 個 人 情 報 記 録 

個 人 の 類 型 個  人  情  報  記  録  の  名  称 

 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 

 

の個人情報 

 

 

 

 
 



第３号様式(第６条関係)（その２） 
 

個人情報記録から検 

索し得る個人の類型 

 

                           の個人情報 

の個人情報 個人情報を取り扱う 

目       的 

 

 

個 
 

人 
 

情 
 

報 
 

の 
 

項 
 

目 
 

名 

基 

 

本 

 

的 

 

事 

 

項 

□氏名 

□識別番号 

□住所 

□生年月日 

 ・年齢 

□性別 

□本籍・国籍 

□続柄 

□電話番号 

□ 

家 

 

庭 

 

の 

 

状 

 

況 

□親族関係 

□婚姻歴 

□家族状況 

□居住状況 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

経 

歴 

・ 

資 

格 

等 

□職業・職歴 

□学業・学歴 

□地位 

□資格 

□成績・評価 

□賞罰 

□ 

□ 

□ 

財

産

経

済

状

況 

□資産状況 

□収入状況 

□納税状況 

□取引状況 

□公的扶助 

□ 

□ 

□ 

□ 

心 

 

身 

 

の 

 

状 

 

況 

□健康状況 

□病歴 

□障害 

□身体の 

 状況 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

□団体加入 

□趣味・し好 

□主義・主張 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

要

配

慮

個

人

情

報

の

取

扱

い 
□ 有 

 

 

 

 

 
□ 無 

□人種              □信条 

□社会的身分           □病歴 

□身体障害、知的障害、精神障害その他の心身機能障害 

□医師等により行われた健康診断等の結果 

□健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由と 

 して、医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤 

が行われたこと 

□犯罪の経歴 

□被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他 

の刑事事件に関する手続が行われたこと 

□少年法第３条第１項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、 

観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行わ 

れたこと 

□犯罪により害を被った事実 

取

り

扱

う

理

由 

 

□法令等（                         ） 

 

□審査会の意見を聴いた上で正当な事務事業の実施のために必要があると 

認めた 



個人情報の収集先 

 

及び収集の方法 

□ 本 人      □ 本人以外 

本人以外から収集する場合の該当号 条例第８条第３項第  号 

（収 集 先） 

 

（具体的方法） 

 

 

個 人 情 報 を 

 

利用する範囲 

□ 事務担当課のみで利用 

□ 他課等の利用がある 

  課等名（                          ） 

個人情報を提供 

する範囲及び 

提供する項目 

提供する範囲（提供先） 提 供 す る 項 目 名 

  

個人情報の記録の 

 

形      態 

□ 文書  □ 図面  □ 写真  □ フィルム  □ 固定ディスク 

 

□ フロッピ－ディスク  □ 磁気テ－プ  □ その他（      ） 

電子計算機処理の 

 

有      無 

□ 有 

 

□ 無 

システム名（                     ） 

 

オンライン結合  □ 有    □ 無 

備     考 

 

 
  



特定個人情報の 

有     無 

□ 有   

    ※「有」の場合、次の（a）及び（b）の項目を記入 

□ 無 

(ａ) 個人番号の利用に 

関わる法令上の根拠 

 

(ｂ) 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 

① 実施の有無 

 

 

〔アイテムを選択してください。〕 

 

② 法令上の根拠  

 

＜選択肢＞ 
１）実施する 
２）実施しない 
３）未定 
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（海老名市情報公開条例の一部改正） 

６ 海老名市情報公開条例（平成１４年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中イを削り、ウをイとする。 

 （海老名市災害対策基本条例の一部改正） 

７ 海老名市災害対策基本条例（平成２６年条例第２６号）の一部を次のように改正

する。 

  第１６条第２項中「海老名市個人情報保護条例（平成１７年条例第１３号）第２

条第２号及び第３号に規定する市が保有する個人情報（以下「個人情報」という。 

）」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６０条第１項

の保有個人情報」に改め、同条第４項中「海老名市個人情報保護条例第１３条に規

定する所要の手続を経る」を「個人情報の保護に関する法律第６９条の規定による 

」に改める。 

 （海老名市債権管理条例の一部改正） 

８ 海老名市債権管理条例（平成２９年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第６項第１項中「同一の実施機関（海老名市個人情報保護条例（平成１７年条例

第１３号）第２条第１号に規定する実施機関」を「同一の機関（市の機関」に、「 

他の実施機関」を「他の機関」に改める。 

 （海老名市立えびな市民活動センター設置条例等の一部改正） 

９ 次に掲げる条例の規定中「海老名市個人情報保護条例（平成１７年条例第１３号 

）」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改める。 

 (１) 海老名市立えびな市民活動センター設置条例（平成２４年条例第４０号）

第２９条第１項 

 (２) 海老名市立コミュニティセンター条例（昭和６１年条例第３４号）第２７

条第１項 

 (３) 海老名市立スポーツ施設設置条例（平成１７年条例第３１号）第２７条第

１項 

 (４) 海老名市医療センター設置条例（平成１７年条例第１９号）第２１条第１
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項 

 (５) 海老名市立総合福祉会館条例（平成１７年条例第２０号）第２７条第１項 

 (６) 海老名市障害者デイサービスセンター等設置条例（昭和５３年条例第２１

号）第２３条第１項 

 (７) 海老名市保育所設置条例（昭和４５年条例第３４号）第１８条第１項 

 (８) 海老名市営自動車駐車場条例（平成７年条例第１３号）第２４条第１項 

 (９) 海老名市自転車等駐車場条例（平成１０年条例第８号）第３１条第１項 

 (10) 海老名市都市公園条例（平成１７年条例第２７号）第４５条第１項 

 (11) 海老名市海老名駅自由通路設置条例（平成２１年条例第２７号）第１７条

第２項 

 (12) 海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例（平成２７年条例第１８号）

１７条第１項 

(13) 海老名市食の創造館設置条例（平成２４年条例第１８号）第３０条第１項 

 (14) 海老名市立図書館条例（昭和５９年条例第３０号）第２０条第１項 

 （海老名市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の一部改正） 

10 海老名市防犯カメラの設置及び運用に関する条例（平成２７年条例第１１号）の

一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「海老名市個人情報保護条例（平成１７年条例第１３号。以下「 

個人情報保護条例」という。）」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）に改める。 

  第７条第２項中「個人情報保護条例」を「個人情報保護法」に改める。 

  第８条第４項中「個人情報保護条例第４６条」を「海老名市個人情報の保護に関

する法律の施行に関する条例（令和４年条例第 号）第５条」に改める。 

 



○海老名市情報公開条例

平成14年10月2日

条例第32号

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委

員会及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマイク

ロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職

員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるも

のを除く。

ア 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

イ 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録

ウ 図書館、資料館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、整

理し、及び保存している図書、記録、図画その他の資料
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○海老名市個人情報保護条例

平成17年4月1日

条例第13号

海老名市個人情報保護条例

目次

第1章 総則(第1条～第6条)

第2章 実施機関が保有する個人情報の取扱い等(第7条～第16条)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第17条～第29条)

第2節 訂正(第30条～第37条)

第3節 利用停止(第38条～第44条)

第4節 審査請求(第44条の2・第45条)

第4章 海老名市個人情報保護審査会(第46条～第56条)

第5章 雑則(第57条～第62条)

第6章 罰則(第63条～第67条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適切な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、市の実施機関が保

有する自己を本人とする個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を定めることにより、個人

の権利利益の保護を図り、もって市民の基本的人権の擁護及び公正で民主的な市政の推進に資するこ

とを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委

員会及び議会をいう。

(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただ

し、個人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当該個人に関する情報及び法人その他の団

体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方

式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で

作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方

法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人

を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含む。)

イ 個人識別符号が含まれるもの

(3) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人

識別符号をいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機

関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政

文書(海老名市情報公開条例(平成14年条例第32号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同

じ。)に記録されているものに限る。

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成

25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をい

う。

(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当

該実施機関の職員が組織的に利用し、又は提供するものとして、当該実施機関が保有しているもの

(行政文書に記録されているものに限る。)をいう。

(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(平成27条例11・平成27条例41・平成30条例3・令和4条例2・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなけれ
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ばならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者(事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条

第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。第19条第3号におい

て「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。)は、その事業の実施に当たって個人情報を取り

扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防

止に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならな

い。

(令和4条例2・一部改正)

(市民の役割)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにす

るとともに、自ら個人情報の保護を心掛けることによって、個人情報の保護に積極的な役割を果たす

ものとする。

(国、独立行政法人等及び地方公共団体への要請)

第6条 市長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国、独立行政法人等又は他の

地方公共団体に対して協力を求めるものとする。

第2章 実施機関が保有する個人情報の取扱い等

(取扱いの制限)

第7条 実施機関は、要配慮個人情報(次に掲げる事項が含まれる個人情報をいう。第16条において同

じ。)を取り扱ってはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づいて

取り扱うとき、又はあらかじめ海老名市個人情報保護審査会(第46条を除き、以下「審査会」とい

う。)の意見を聴いた上で事務若しくは事業の実施のために必要があると認めて取り扱うときは、こ

の限りでない。

(1) 人種

(2) 信条

(3) 社会的身分

(4) 病歴

(5) 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の実施機関が定める心身の機能の障

害があること(前号に該当するものを除く。)。

(6) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)

により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断

等」という。)の結果(第4号に該当するものを除く。)

(7) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して

医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと(第4号に該当す

るものを除く。)。

(8) 犯罪の経歴

(9) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に

関する手続が行われたこと(前号に該当するものを除く。)。

(10) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者とし

て、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと(第8

号に該当するものを除く。)。

(11) 犯罪により害を被った事実

(平成30条例3・一部改正)

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同

じ。)を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確に

し、収集する個人情報の範囲を当該取扱目的の達成のために必要な限度を超えないものとしなければ

ならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づき収集するとき。

(2) 本人の同意に基づき収集するとき。
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(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集す

るとき。

(4) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。

(5) 他の実施機関から第13条第2項各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

(6) 審査会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより本市の機関又は国、独立行政法人等

若しくは他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は

公正若しくは円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外の者から収集することに相

当な理由があることを実施機関が認めて収集するとき。

4 実施機関は、前項第3号又は第6号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したときは、

その旨及び当該個人情報に係る取扱目的を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を

聴いた上で適当と認めたときは、この限りでない。

5 法令等の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これら

に類する行為を行おうとする者以外の個人に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、

第3項第2号の規定による収集がされたものとみなす。

(平成27条例41・一部改正)

(適正な維持管理)

第9条 実施機関は、取扱目的に必要な範囲内で、保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個

人情報を含む。)を正確、完全かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の保有個人情報の適正な維持管理

のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、取扱目的に関し保存する必要がなくなった保有個人情報を確実に、かつ、速やかに廃

棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的資料の保存を目的として保存される保有

個人情報については、この限りでない。

(平成27条例41・一部改正)

(職員の義務)

第10条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用

してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委託等に伴う措置)

第11条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部若しくは一部を実施機関以外の者に

委託するときは、当該契約において、個人情報の適正な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明ら

かにしなければならない。

2 実施機関は、公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をい

う。)の管理に関する業務で個人情報の取扱いを伴うもの(以下「公の施設の管理に関する業務」とい

う。)を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるとき

は、当該業務に係る協定において、個人情報の適正な取扱いについて指定管理者が講ずべき措置を明

らかにしなければならない。

(平成17条例55・一部改正)

(受託者等の責務)

第12条 実施機関から個人情報取扱事務を受託した者は、当該受託事務において、個人情報の漏えい、

滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の受託事務に従事している者又は従事していた者は、当該受託事務に関して知り得た個人情報

を他人に漏らし、又は受託した目的の範囲を超えて使用してはならない。

(平成17条例55・一部改正)

(指定管理者等の責務)

第12条の2 公の施設の管理に関する業務を行う指定管理者は、当該業務において、個人情報の漏え

い、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならな

い。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(平成17条例55・追加)

(利用及び提供の制限)

第13条 実施機関は、法令等の規定に基づく場合を除き、保有個人情報を収集したときの取扱目的以外

の目的に当該保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条及び第15条において同じ。)を利用
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し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用

目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人

情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利

利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用

し、又は提供するとき。

(3) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で必要があると認めて利用し、又は提供す

るとき。

3 実施機関は、前項第2号から第4号までの規定に該当して保有個人情報を利用し、又は提供したとき

は、その旨及びその目的を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で適当

と認めたときは、この限りでない。

(平成27条例41・一部改正)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第13条の2 実施機関は、取扱目的以外の目的に保有特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合

であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、取扱目的以外の目的

に保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。

(平成27条例41・追加)

(オンライン結合による提供)

第14条 実施機関は、法令に特別の定めがあるとき又は公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を

侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子

計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実

施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項に

おいて同じ。)による保有個人情報の提供を行ってはならない。

2 実施機関は、オンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらか

じめ、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づき提供するとき。

(2) 本人の同意に基づき提供するとき、又は本人に提供するとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて提供す

るとき。

(4) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているものを提供するとき。

(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に提供するとき。

(平成30条例3・一部改正)

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第15条 実施機関は、第13条第2項又は前条第1項の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合におい

て、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報につい

て、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個

人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(個人情報取扱事務の登録等)

第16条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付さ

れた番号、記号その他の符号により個人を検索し得る形で個人情報が記録された行政文書を使用する

事務に限る。以下この条において「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載

した個人情報取扱事務登録簿を備えなければならない。

(1) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(2) 個人情報取扱事務の名称

(3) 個人情報を取り扱う目的

(4) 個人情報の収集の方法

(5) 個人情報の記録の内容

(6) 保有個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
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(7) 個人情報の利用及び提供の範囲

2 前項に規定する行政文書には、次に掲げるものは含まない。

(1) 市の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体の職員に関する個人情報で、専ら

その職務の遂行に関するものが記録されたもので実施機関が定めるもの

(2) 市の機関の職員(職員であった者を含む。)の人事、給与その他の勤務条件に関するものが記録

されたもので実施機関が定めるもの

(3) 一般に入手し得る刊行物等

3 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱

事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとする

ときも、同様とする。

4 実施機関は、前項の規定により登録したときは、遅滞なく、登録した事項を審査会に報告しなけれ

ばならない。この場合において、審査会は、当該事項について意見を述べることができる。

5 実施機関は、第3項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人

情報取扱事務に係る登録を抹消し、その旨を審査会に報告しなければならない。

6 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。

(平成30条例3・一部改正)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第17条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報

(前条第2項各号に掲げる行政文書を除く。以下同じ。)(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報

を含む。以下この節、次節及び第3節において同じ。)の開示(保有個人情報が存在しないときにその

旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後

見人の法定代理人又は本人の委任による代理人とする。以下この節、次節及び第3節において同じ。)

は、本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(平成27条例41・一部改正)

(開示請求の手続)

第18条 開示請求をしようとする者は、当該開示請求に係る保有個人情報を保有している実施機関に対

して、次に掲げる事項を記載した請求書(第3項において「開示請求書」という。)を提出しなければ

ならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報の内容

(3) その他実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して当該開示請求をしようとする者が当該開示請求に

係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保

有個人情報の本人の法定代理人であること。)を確認するために必要な書類で実施機関が定めるもの

を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求

者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、

実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関があらかじめ定めた保有個人情報の開示請求は、口頭により行

うことができる。

(保有個人情報の開示義務)

第19条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報

(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有

個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第17条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあって

は、当該本人をいう。次号及び第3号並びに第27条第1項において同じ。)の指導、診断、評価、選

考、相談等に関する情報であって、開示請求者に開示をすることにより、当該指導、診断、評価、

選考、相談等に著しい支障が生ずるおそれがあるもの。

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であっ

て、当該情報から特定の個人が識別され、若しくは他の情報と照合することで特定の個人が識別さ
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れ得るもの又は個人識別符号が含まれるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されてい

る情報

イ 法令の規定に基づく許可、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情

報であって、開示することが公益上必要であると認められる情報

ウ 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情

報

エ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法

人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、

独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方

公務員をいう。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容

に関する情報

(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、

開示することにより、当該法人等及び当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するこ

とが明らかに認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するために、開示することが必要であると認められる

情報及びこれらの情報に準ずる情報で開示することが公益上必要であると認められる情報

イ 消費生活の安定に対する著しい支障から消費者を保護するために、開示することが必要である

と認められる情報及びこれらの情報に準ずる情報で開示することが公益上必要であると認められ

る情報

(4) 市の機関の内部若しくは機関相互又は市の機関と国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」と

いう。)の機関若しくは独立行政法人等との間における審議、検討、協議、調査研究等に関する情

報であって、開示することにより率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利

益を及ぼすおそれのあるもの

(5) 市の機関、国等の機関又は独立行政法人等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示す

ることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務若しくは事業の公正

又は円滑な実施に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国等若しくは独立行政法人等の財産上の利益又は

当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究にかかる事務に関し、公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 公営企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 法令等の規定により、開示することができないと認められる情報

(7) 開示することにより、個人の生命、健康、生活若しくは財産を害し、又は社会的な地位の保

護、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情

報

(8) 代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが本人の利益に反すると認めら

れる情報

(平成19条例15・平成27条例2・平成27条例41・平成30条例3・一部改正)

(一部開示)

第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、当該不

開示情報を、開示できる情報から容易に、かつ、開示請求の趣旨が失われない程度に合理的に区分で

きる場合には、不開示情報を除いて当該保有個人情報を開示しなければならない。

(裁量的開示)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人

の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該保有個人情報を開示することができ

る。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報

を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否す

ることができる。
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(開示請求に対する決定等)

第23条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定を

し、開示請求者に対し、その旨並びに開示する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないときは、開示をしない旨の決定を

し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。前条の規定により開示請求を

拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときも、同様とする。

3 実施機関は、前項の規定により開示しない旨の決定(第20条の規定により、開示請求に係る保有個人

情報の一部を開示しないこととする場合の当該開示しない旨の決定を含む。)を行った場合は、その

理由を併せて開示請求者に通知しなければならない。この場合において、実施機関は、決定を行った

日の翌日から起算して1年以内に当該保有個人情報の全部又は一部を開示することができるようにな

ることが明らかなときは、その旨を付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第24条 実施機関は、前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)を、開示請求があった

日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第18条第3項の規定により補正を求

めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、この期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に

規定する期間を開示請求があった日の翌日から起算して60日以内に限り延長することができる。この

場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面によ

り通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第25条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算し

て60日以内にその全てについて開示決定等を行うことにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれ

がある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当

の部分につき当該期間内に開示決定等を行い、残りの保有個人情報については、相当の期間内に開示

決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条に規定する期間内に、開示請求者に対

し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第26条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関により作

成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由がある

ときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。こ

の場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知し

なければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求につい

ての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為

は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第23条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をし

たときは、当該実施機関が開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機

関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(平成27条例41・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第27条 開示請求に係る保有個人情報に市、国等、独立行政法人等及び開示請求者以外の者(この条及

び第45条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定

等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する保有個人情報の内容その他

実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請

求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提

出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合はこの限りでな

い。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報

が第19条第2号ウ若しくは同条第3号アに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を第21条の規定により開示しようとすると
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き。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報

の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示

決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければなら

ない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該反対意見書を提出した第三者に対し、

開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)

第28条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写

しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則

で定める方法により行う。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、文書又は図画の閲覧による保有個人情報の開示にあって、

当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときそ

の他正当な理由があるときは、その写しにより保有個人情報の開示を行うことができる。

3 保有個人情報の開示を受ける者は、当該開示を受ける者が当該開示に係る保有個人情報の本人であ

ること(第17条第2項の規定による開示請求に係る開示にあっては、当該開示に係る保有個人情報の本

人の法定代理人であること。)を確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなけれ

ばならない。

(費用負担)

第29条 この条例の規定に基づく保有個人情報の閲覧にかかる手数料は、海老名市手数料条例(昭和40

年条例第6号)の規定にかかわらず、無料とする。

2 開示請求に係る保有個人情報(前条第2項の規定により保有個人情報を複写したものを含む。)の写し

の交付に要する費用は、請求者の負担とする。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第30条 何人も自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、その訂正(追加

及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂

正請求」という。)をすることができる。

(訂正請求の手続)

第31条 訂正請求をしようとする者は、当該訂正請求に係る保有個人情報を保有している実施機関に対

して、次に掲げる事項を記載した請求書(第4項において「訂正請求書」という。)を提出しなければ

ならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の内容

(3) 訂正を求める箇所及び訂正の内容

(4) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又

は提示しなければならない。

3 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して当該訂正請求をしようとする者が当該訂正請求に

係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保

有個人情報の本人の法定代理人であること。)を確認するために必要な書類で実施機関が定めるもの

を提出し、又は提示しなければならない。

4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求

者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第32条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当

該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしな

ければならない。

(訂正請求に対する措置)

第33条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求

者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者

に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
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(訂正決定等の期限)

第34条 実施機関は、前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)を、訂正請求があった日の翌日か

ら起算して30日以内にしなければならない。ただし、第31条第4項の規定により補正を求めた場合に

あっては、当該補正に要した日数は、この期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に

規定する期間を訂正請求があった日の翌日から起算して60日以内に限り延長することができる。この

場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面によ

り通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第35条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相

当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条に規定する期間内

に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第36条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関により作

成されたものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由がある

ときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。こ

の場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知し

なければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求につい

ての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為

は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第33条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をし

たときは、当該実施機関が訂正の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機

関は、当該訂正の実施に必要な協力をしなければならない。

(平成27条例41・一部改正)

(保有個人情報の提供先への通知)

第37条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると

認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第

19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項に規定す

る記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書

面により通知するものとする。

(平成27条例41・令和3条例17・一部改正)

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が次の各号のいずれかに該

当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請

求することができる。

(1) 第7条の規定に違反して保有されているとき、第8条第1項から第3項までの規定に違反して収集

されているとき若しくは第13条第1項及び第2項並びに第13条の2第1項及び第2項の規定に違反して

利用されているとき又は番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき若

しくは同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する

特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第13条第1項及び第2項又は番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人

情報の提供の停止

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による当該保有個人情報の

利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」とい

う。)をすることができる。

(平成27条例41・平成29条例21・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第39条 利用停止請求をしようとする者(以下この条において「申出者」という。)は、当該利用停止請

求に係る保有個人情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(第3項に
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おいて「利用停止請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 申出者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の内容

(3) 利用停止を求める箇所及び利用停止の内容

(4) その他実施機関が定める事項

2 申出者は、実施機関に対して当該申出者が当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること

(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代

理人であること。)を確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなけ

ればならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下

「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第40条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めると

きは、当該利用停止請求に係る保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な範囲内で、当該

保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることに

より、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認

められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第41条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、

利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利

用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第42条 実施機関は、前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)を、利用停止請求があった日

の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第39条第3項の規定により補正を求め

た場合にあっては、当該補正に要した日数は、この期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に

規定する期間を利用停止請求があった日の翌日から起算して60日以内に限り延長することができる。

この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の利用及び延長の理由を

書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第43条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわら

ず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条に規定す

る期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(他の法令との調整)

第44条 第17条から第29条までの規定は、他の法令等の規定により、行政文書の閲覧又は縦覧の手続が

定められているとき、行政文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められているときその他第28条第1

項及び第2項に規定する方法による保有個人情報の開示の手続が定められているときにおける保有個

人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示については、適用しない。

2 第30条から第37条までの規定は、他の法令等の規定により、保有個人情報の訂正の手続が定められ

ているときにおける保有個人情報の訂正については、適用しない。

3 第38条から前条までの規定は、他の法令等の規定により、保有個人情報の利用停止の手続が定めら

れているときにおける保有個人情報の利用停止については、適用しない。

(平成27条例41・一部改正)

第4節 審査請求(平成27条例55・全改)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第44条の2 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停

止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本

文の規定は、適用しない。

(平成27条例55・追加)

(審査会への諮問)
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第45条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請

求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次

の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 審査請求のあった開示請求について開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する

旨の決定を除く。この号及び第3項第2号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求

に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見

書が提出されているときを除く。

(3) 審査請求のあった訂正請求について訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定

を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正すること

とするとき。

(4) 審査請求のあった利用停止請求について利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停

止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を

容認して利用停止をすることとするとき。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条

第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により審査会に諮問したときは、次に掲げる者に対し、その旨を通知しな

ければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を

除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人

又は参加人である場合を除く。)

4 第27条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)

を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第

三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平成27条例55・一部改正)

第4章 海老名市個人情報保護審査会

(設置)

第46条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項を処理するほか、市長の諮問に応じ

て個人情報の保護に関する制度の改善その他基本的事項を調査、審議するため、海老名市個人情報保

護審査会を設置する。

(組織及び委員)

第47条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、個人情報保護制度に関し見識を有する者のうちから市長

が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 市長は、委員が職務の遂行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに

適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第48条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の調査権限等)

第49条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書等又は保有個人情報の

提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書

等又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書等に記録されている情報又
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は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を

作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又

は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の提

出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要

な調査をすることができる。

(平成27条例55・一部改正)

(意見の陳述等)

第50条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる

機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでな

い。

(平成27条例55・一部改正)

(意見書等の提出)

第51条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書等を提出することができる。ただし、審査会が意見書

等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平成27条例55・一部改正)

(提出資料の閲覧)

第52条 審査会は、第49条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったと

きは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載

した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとす

る。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、

この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等(電磁的記録にあっては、記録された

事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)の閲覧を求めることができる。この場合にお

いて、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときで

なければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定により閲覧をさせようとするときは、当該

送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただ

し、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

5 第2項の規定による意見書等の写しの交付に要する費用は、これらの写しの交付を求める者の負担と

する。

(平成27条例55・一部改正)

(会議)

第53条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議の非公開)

第54条 審査会の会議は非公開とする。

2 前項の規定にかかわらず、個人情報の保護に関する制度の改善等に係る調査審議については、公開

する。ただし、適切な調査審議を行うため会議の運営上必要と認める場合は、この限りでない。

(答申書の送付等)

第55条 審査会は、諮問に係る答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人等に送付するとともに、

答申の内容を公表するものとする。

(平成27条例55・一部改正)

(規則への委任)

第56条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(適用除外)

第57条 第2章から前章までの規定は、次に掲げる個人情報については適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計を作成するために集められた個人
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情報

(2) 神奈川県統計調査条例(平成20年神奈川県条例第54号)第2条第2号に規定する県統計調査によっ

て集められた個人情報

(3) 図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として、収集、整理

し、及び保存している個人情報

(平成21条例1・一部改正)

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第58条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」とい

う。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機

関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考

慮し、適切な措置を講ずるものとする。

(苦情処理)

第59条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めな

ければならない。

(運用状況の公表)

第60条 実施機関は、毎年、この条例の運用の状況について、一般に公表しなければならない。

(出資団体等が保有する個人情報の保護)

第61条 市が出資その他財政上の援助を行う団体であって、規則で指定するもの(以下「出資団体等」

という。)は、この条例の趣旨にのっとりその保有する個人情報の保護に必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。

2 実施機関は、出資団体等に対し、前項に必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

3 出資団体等は、個人情報の保護の実施に当たって必要と認めるときは、当該指定をした実施機関に

対し、助言を求めるものとする。

(平成17条例55・一部改正)

(委任)

第62条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 罰則

第63条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報

(指定管理者が公の施設の管理に関する業務に関し取り扱う個人情報を含む。以下この条及び次条に

おいて同じ。)を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電

子計算機を用いて検索することができるようにしたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工した

ものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者

(2) 第12条第2項の受託事務に従事している者又は従事していた者

(3) 第12条の2第2項の業務に従事している者又は従事していた者

(平成17条例55・一部改正)

第64条 前条各号に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不

正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処す

る。

(平成17条例55・一部改正)

第65条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密

に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は500,000

円以下の罰金に処する。

第66条 第47条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金

に処する。

第67条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、50,000円

以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(海老名市個人情報保護審査会条例の廃止)

2 海老名市個人情報保護審査会条例(平成9年条例第32号)は、廃止する。

(経過措置)
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3 この条例の施行の際、この条例による改正前の海老名市個人情報保護条例(以下「旧条例」とい

う。)第15条の規定により現にされている請求は、この条例の第18条の規定によりされている請求

と、旧条例第20条の規定により現にされている請求は、この条例の第31条の規定によりされている請

求とみなす。

4 この条例の施行の際、現にされている旧条例第23条第1項に規定する行政不服審査法の規定に基づく

不服申立ては、この条例の第45条第1項に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。

5 この条例の施行の際、旧条例第24条第1項又は第2項の規定により、現にされている申出について

は、なお従前の例による。

6 前3項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為

は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみな

す。

附 則(平成17年12月28日条例第55号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月7日条例第15号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年2月16日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第11号)抄

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

附 則(平成27年10月2日条例第41号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

附 則(平成27年12月22日条例第55号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に改正前の海老名市個人情報保護条例によってした処分、手続その他の行為で

あって、改正後の海老名市個人情報保護条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によっ

てした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成29年9月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成30年10月1日から施

行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の海老名市個人情報保護条例(以下「新条例」とい

う。)第2条第1号に規定する実施機関が行う同条第4号に規定する保有個人情報を取り扱う事務であっ

て当該保有個人情報に第7条に規定する要配慮個人情報を含むものについての新条例第16条第3項の規

定の適用については、同項中「新たに開始しようとする」とあるのは「開始した」と、「あらかじ

め」とあるのは「海老名市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成30年条例第3号)の施行後遅

滞なく」とする。

附 則(令和3年6月30日条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

附 則(令和4年1月26日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。
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